
臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

　
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％
へ
引
き
上

げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
所
得
の
低
い
方

へ
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
一
時
的
な

措
置
と
し
て
臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

給
付
対
象
者

　
平
成
26
年
１
月
１
日
に
大
竹
市
に
住
民

票
が
あ
る
方
の
う
ち
、
平
成
26
年
度
の
市

民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
な
い
方

 

次
の
方
な
ど
は
対
象
外
で
す

○
市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い

る
方
の
扶
養
親
族
（
税
法
上
の
控
除
対

象
配
偶
者
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け

る
配
偶
者
、
扶
養
親
族
、
青
色
事
業
専

従
者
お
よ
び
白
色
事
業
専
従
者
）
と
な
っ

て
い
る
方
な
ど

○
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

※

　
平
成
26
年
度
の
市
民
税
の
課
税
に
つ

い
て
は
、
６
月
に
確
定
し
ま
す
。

給
付
額

　
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
　
１
万
円

　
給
付
対
象
者
の
中
で
以
下
に
該
当
す
る

方
は
５
千
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

○
老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
者
の
方

○
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、

原
爆
被
爆
者
諸
手
当
の
受
給
者
の
方

申
請
手
続
き

　
７
月
以
降
、
受
給
の
可
能
性
が
あ
る
世

帯
に
対
し
、
申
請
書
用
紙
を
送
付
す
る
予

定
で
す
。
申
請
書
を
郵
送
に
よ
り
大
竹
市

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
審
査
の
上
、
支

給
決
定
と
な
れ
ば
、
指
定
さ
れ
た
口
座
に

世
帯
分
の
給
付
金
を
振
り
込
み
ま
す
。

 
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
臨
時
福
祉
給
付
金
に
関
し
て
、
市
や
厚

生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ（
銀
行
・
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を
求
め

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
や

郵
便
が
あ
っ
た
と
き
は
、
社
会
健
康
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ 

社
会
健
康
課
☎
59
２
１
５
２

子育て世帯臨時特例給付金
　消費税率の引き上げによる、子育て世帯の影響を緩
和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨
時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金を支
給します。
　申請受付開始時期などについては、決まり次第、市
広報や市ホームページなどでお知らせします。

支給対象者
　平成 26 年１月１日に大竹市に住民票がある方のう
ち、平成 26 年１月分の児童手当（特例給付を含む）
の受給者であって、その平成 25 年中の所得が児童手
当の所得制限額に満たない方

対象児童
　支給対象者の平成 26 年１月分の児童手当（特例給
付を含む）の対象となる児童を基本とします。
※　臨時福祉給付金の対象者および生活保護の被保護
者などは対象外です。

支給額
　対象児童１人につき　１万円
※　給付は１回限りです。また、１人の対象児童につき、
臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の両方
を受給することはできません。両方の受給資格があ
る場合は、臨時福祉給付金が優先されます。

申請手続き
　給付金を受け取るためには、申請が必要です。
平成 26 年１月分児童手当を大竹市から受給しており、
子育て世帯臨時特例給付金の支給対象の可能性がある
方に対し、７月以降に申請書などを送付する予定です。
申請書を郵送により大竹市に提出してください。
　申請受付後に、児童手当の受給状況、平成 25 年の
所得、臨時福祉給付金の受給資格などについて審査の
上、支給を行います。
※　平成 26 年１月２日以降に転入した方は、同月１
日に住民票があった市区町村が申請先になります。
ご注意ください。

公務員の方について
　公務員であり職場から児童手当を受給している方も、
子育て世帯臨時特例給付金については、平成 26 年１
月１日に住民票があった市区町村で申請を受け付け、
支給します。公務員の方は、職場から「申請書（公務
員用）」や「児童手当受給状況証明書」が交付されるので、
申請受付開始時期まで大切に保管してください。

ＤＶ被害者の方について
　配偶者からの暴力を理由に、他の市区町村から大竹
市内に避難している方は、ご相談ください。

問い合わせ 福祉課☎59２１４８

質　問 回　答

臨時福祉給付金は１回限りの支給です。

大竹市では支給対象と思われる世帯に７月以降､申請書を郵送しま
す。審査の上、支給することとしており､現時点では８月以降の支給
に向けて準備中です。

子育て世帯臨時特例給付金は対象児童が臨時福祉給付金の支給
対象でない児童について支給することとなっており、いずれか一方
の給付金だけ受け取ることができます。

基準日の翌日（平成26年1月2日）以降に生まれた方は対象になり
ません。

基準日（平成26年1月1日）以降から､支給が決定される前の間に死
亡された方は対象になりません。

臨時福祉給付金は原則、基準日（平成26年1月1日）時点の住民票
所在市町村から支給されますが､DV被害者は居住地に住民票を移
していなくても、一定の要件を満たせば、事前に申し出を行っていた
だくことにより、居住地で給付金を受け取ることができます。ただし、
申し出を行ったときに、配偶者などが既に代理申請を行っている場
合は、申出者への支給ができない場合があります。
要件や手続きなどについては、社会健康課までお問い合わせくださ
い。

臨時福祉給付金は毎月支給されるのですか。

臨時福祉給付金はいつごろ受けとることができますか。

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金は両方もら
えるのですか。

基準日（平成26年1月1日）以降に生まれた子は支給対象に
なりますか。

基準日（平成26年1月1日）以降に死亡した場合は支給対象
になりますか。

DV被害のため､住民票を移さず大竹市で生活しています。

大竹市で臨時福祉給付金を受け取ることはできますか。

平成26年１月１日時点で、大
竹市に住んでいた
（住民基本台帳に記録されて
いた）

１月１日時点で、住民
記録のあった市区町村
にお問い合わせくださ
いいいえ

は い

平成 26 年１月１日時点で、
生活保護を受けていた

給付金の対象者
ではありませんは い

平成25年の
所得が児童
手当の所得
制限限度額
未満ですか

いいえ

給付金の対象者
ではありません

は い

子育て世帯臨時
特例給付金の対
象者です（対象
児童 1 人につき
1 万円を支給し
ます）

いいえ

いいえ

は い

平成 26 年度の
市民税 ( 均等割 )
が課税されている 平成26年

1月分の
児童手当
を受給し
ている

給付金の対象者
ではありません

は い

平成 26 年度の
市民税(均等割)
が課税されてい
る人に扶養され
ている

いいえ

いいえ

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
フローチャート

は い

※　臨時福祉給付金の審査で確認する「扶養」とは、生計を一に
する親族のことを言い、確定申告書や市民税申告書、源泉徴収票
などに記載されている方を言います。
※　このフローチャートはおおまかな目安として示すものです。

次に該当する方は、５千円が加算されます
○老齢基礎年金、障害者基礎年金、遺族基礎年金などを
受給している方

○児童扶養手当を受給している方　　　　
○特別児童扶養手当を受給している方　　　

○障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方
○原爆諸手当を受給している方
○福祉手当（経過的福祉手当）を受給している方

など

臨時福祉給付金の給付対象です
（１人につき１万円を給付します）

扶養者が受給者となるので、複数の児童がいても加算額
は５千円となります
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